
【様式②】

市　長 副市長 教育長

　

　宍粟市少子化対策事業助成条例施行規則の一部改正（助成額の拡充）

現行 　改正（案）

交付する妊婦健診助成券の枚数は、そ
の額面の総額が９万３千円を超えない
範囲内で市長が必要と認める枚数とす
る。

交付する妊婦健診助成券の枚数は、そ
の額面の総額が10万８千円を超えない
範囲内で市長が必要と認める枚数とす
る。

　宍粟市少子化対策事業助成条例を改正する条例を12月議会へ上程する。
　〈妊婦健康診査費助成事業の助成上限額引き上げ（拡充）〉

決 定 事 項

総合戦略での
位置付け

【産み育てる】少子化対策

現 状

　妊婦健康診査費助成事業は、平成20年度に宍粟市少子化対策事業助成条例（以下
「条例」という。）で上限30,000円と定め、同年に国庫補助が創設されたため、条例
とは別に上限63,000円を上乗せ助成する宍粟市妊婦健診負担軽減臨時助成交付要綱
（以下「要綱」という。）を制定し、合計93,000円を助成していた。平成25年度には
国庫補助が廃止され、すべて普通交付税措置に移行したことから、平成26年度当初に
条例改正を行い、条例のみで上限93,000円を助成している。

課 題

　妊婦健康診査費の助成額は、平成20年の条例及び要綱に定め、平成26年の条例一本
化から一度も見直されていない。妊婦健康診査費の総費用は、現在に至るまでに全国
的に上昇しており、その影響は市内唯一の産科医療機関である公立宍粟総合病院にも
生じている。同院では市内妊婦の７割弱が妊婦健康診査を受診するが、総費用の上昇
により、妊婦に自己負担が生じている。

　・令和７年４月１日施行。施行日以降の母子手帳交付者から対象。

　宍粟市少子化対策事業助成条例の一部改正（助成額の拡充）

妊婦健診（規則で定めるものに限
る。）に要した費用を妊娠全期を通じ
て14回まで助成する。ただし、９万３
千円を超えない範囲内で規則で定める
額を限度とする。

妊婦健診（規則で定めるものに限
る。）に要した費用を妊娠全期を通じ
て14回まで助成する。ただし、10万８
千円を超えない範囲内で規則で定める
額を限度とする。

現行 　改正（案）

 ５千円券14枚、１千円券23枚  ５千円券14枚、１千円券38枚

総合病院副院長兼事務部長

総合計画での
位置付け

基本目標 ２．安心して子どもを産み育てられ、いつまでも元気に過ごせるまち

基本方針 ⑤子どもが健やかに育つまちづくり

基本施策 【15】子育て支援の充実

議 題
妊婦健康診査費助成事業の助成上限額引き上げ
(宍粟市少子化対策事業助成条例の一部改正について）
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